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中
国
研
究
集
刊 

珠
号
（
総
五
十
九
号
）
平
成
二
十
六
年
十
二
月　

六
三
︱
八
四
頁

戦
国
楚
の
歴
史
学

︱
清
華
簡
『
良
臣
』
を
手
掛
り
と
し
て
︱

黑
田
秀
教

は
じ
め
に

　

諸
子
百
家
に
代
表
さ
れ
る
戦
国
人
士
の
言
論
に
は
、
随
所
に
歴

史
的
故
事
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
戦
国
時
代
に
お
い

て
既
に
、
過
去
の
歴
史
を
自
説
の
立
脚
点
や
根
拠
と
し
て
利
用
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
う
し
た
利
用
が
で
き
る

程
度
に
は
、
歴
史
資
料
の
整
理
が
行
わ
れ
、
史
伝
の
類
が
流
通
し

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
事
実
、
戦
国
時
代
の
竹
簡
群
が
近

年
陸
続
と
出
土
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
新
出
土
資
料
に
は
史
伝

の
類
が
豊
富
に
含
ま
れ
て
お
り
、
当
時
の
知
識
人
が
見
聞
し
て
い

た
資
料
を
、
現
代
の
我
々
も
ま
た
目
に
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ

た
。
戦
国
時
代
に
お
け
る
言
論
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
歴
史
認
識

に
つ
い
て
も
新
た
な
知
見
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
特
に
清

華
大
学
蔵
竹
簡（
注
1
）は
当
時
に
お
け
る
史
伝
の
類
が
豊
富
に
含
ま

れ
て
お
り
、
戦
国
時
代
に
お
け
る
歴
史
学
の
有
り
方
に
つ
い
て
を

考
察
す
る
に
当
た
り
、
格
好
の
材
料
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

そ
の
清
華
簡
の
中
で
も
一
風
変
わ
っ
た
史
伝
に
関
す
る
文
献

が
、
第
三
分
冊
に
収
録
さ
れ
る
『
良
臣
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
名

臣
の
名
を
そ
の
君
主
ご
と
に
配
列
し
て
列
挙
す
る
と
い
う
も
の
で

あ
り
、
論
者
は
既
に
初
歩
的
な
報
告
を
し
た（
注
2
）。
本
論
は
そ
の

続
稿
と
し
て
、
清
華
簡
『
良
臣
』
が
『
春
秋
左
氏
伝
』（
以
下

『
左
伝
』）
及
び
『
国
語
』
と
特
徴
的
な
共
通
点
を
持
つ
こ
と
を
確

認
し
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
時
代
区
分
の
意
識
を
検
討
す
る
。
次
い

で
『
左
伝
』『
国
語
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
予
言
に
つ
い
て
を
歴
史

学
の
立
場
よ
り
検
討
し
、
こ
れ
が
同
じ
く
『
春
秋
』
の
伝
と
さ
れ
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る
『
公
羊
伝
』『
穀
梁
伝
』
と
は
異
質
な
発
想
に
よ
っ
て
い
る
こ

と
を
論
じ
、
更
に
は
『
国
語
』
の
構
成
か
ら
戦
国
時
代
に
お
け
る

歴
史
書
の
流
布
状
況
を
検
討
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、『
良
臣
』『
左

伝
』『
国
語
』
と
い
っ
た
楚
地
の
歴
史
学
と
、『
公
羊
伝
』『
穀
梁

伝
』
と
い
っ
た
斉
魯
に
お
け
る
春
秋
学
と
の
相
違
が
浮
か
び
あ

が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

一
、
清
華
簡
『
良
臣
』
と
『
左
伝
』『
国
語
』
と
の

　
　

比
較
検
討

　

論
者
は
前
稿
に
お
い
て
、『
良
臣
』
の
作
者
は
晋
か
ら
楚
に

や
っ
て
き
た
一
族
に
連
な
る
、
執
筆
当
時
は
楚
に
属
す
る
人
物
で

あ
ろ
う
と
し
た
。
こ
う
し
た
基
礎
作
業
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
節

で
は
『
良
臣
』
と
『
左
伝
』『
国
語
』
と
の
共
通
点
に
注
目
し
て

い
く
。

　

先
ず
『
良
臣
』
の
全
文
を
掲
げ
て
お
こ
う（
注
3
）。

黃
帝
之
師
、
女
和
、

人
、
保
侗
。

堯
之
相
舜
、

舜
有
禹
、

禹
有
伯
夷
、
有
益
、
有
史
皇
、
有
咎
囚
。

唐
有
伊
尹
、
有
伊
陟
、
有
臣
扈
。

武
丁
有
傅
説
、
有
保
衡
。

文
王
有
閎
夭
、
有
秦
顛
、
有
散
宜
生
、
有
南
宮
适
、
有
南
宮

夭
、
有
芮
伯
、
有
伯
适
、
有
師
尚
父
、
有
虢
叔
。

武
王
有
君
奭
、
有
君
陳
、
有
君
牙
、
有
周
公
旦
、
有
召
公
、

遂
佐
成
王
。

晉
文
公
有
子
犯
、
有
子
餘
、
有
咎
犯
、
後
有
叔
向
。

楚
成
王
有
令
尹
子
文
。

楚
昭
王
有
令
尹
子
西
、
有
司
馬
子
期
、
有
葉
公
子
高
。

齊
桓
公
有
龠
夷
吾
、
有
賓
須
亡
、
有
隰
朋
。

吳
王
光
有
伍
子
胥
。

越
王
句
踐
有
大
夫
種
、
有
范
蠡
。

秦
穆
公
有
羖
大
夫
。

宋
有
左
師
。

魯
哀
公
有
季
孫
、
有
孔
丘
。

鄭
桓
公
與
周
之
遺
老
史
伯
、
宦
仲
、
虢
叔
、
杜
伯
、
後
出

封
。

鄭
定
公
之
相
有
子
皮
、
有
子
產
、
有
子
大
叔
。

子
產
之
師
、
王
子
伯
願
、
肥
仲
、
杜
逝
、

厈
。

子
產
之
輔
、
子
羽
、
子
刺
、
蔑
明
、
卑
登
、
富
之

、
王
子

百
。

楚
共
王
有
伯
州
犁
、
以
爲
大
宰
。
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『
良
臣
』
の
内
、
春
秋
時
代
に
相
当
す
る
記
述
部
分
の
特
色
と

し
て
は
、
次
の
四
点
が
見
出
せ
る
で
あ
ろ
う
。

第
一　

晋
の
重
視
。
文
公
が
春
秋
諸
侯
の
最
初
に
配
置
さ
れ
て
お

り
、
斉
の
桓
公
よ
り
も
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と

第
二　

孔
子
を
「
孔
丘
」
と
諱
で
表
記
し
、
更
に
季
孫
氏
が
孔
子

よ
り
も
先
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と

第
三　

鄭
の
桓
公
と
史
伯
と
が
特
殊
な
形
で
登
場
す
る
こ
と

第
四　

鄭
の
子
産
が
極
め
て
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と

　

こ
れ
ら
四
点
に
つ
い
て
、『
左
伝
』『
国
語
』
と
比
較
し
て
い
こ

う
。

（
1
）　

晋
の
重
視

　

先
ず
第
一
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
春
秋
諸
侯
の
排

列
に
意
味
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
黄
帝
よ
り
周
の
武
王
・
成
王
ま
で
は
時
代
順
に
並
べ
ら

れ
て
い
る
以
上
、
春
秋
諸
侯
が
法
則
も
な
く
無
規
範
に
並
べ
ら
れ

た
と
は
想
定
し
難
い
。
晋
の
次
に
は
楚
が
置
か
れ
て
お
り
、
晋
・

楚
の
後
に
よ
う
や
く
斉
の
桓
公
が
登
場
す
る
と
い
う
配
列
か
ら
し

て
、
少
な
く
と
も
斉
桓
公
が
覇
者
の
筆
頭
で
あ
る
と
す
る
よ
う
な

認
識
が
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、
孟

子
の
言
に
始
ま
り
、
現
在
の
我
々
も
霸
者
と
聞
い
て
即
座
に
脳
裏

に
浮
か
べ
る
「
斉
桓
、
晋
文
」
な
る
観
念
に
よ
っ
て
は
、『
良
臣
』

は
作
成
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
特
色
を
『
左
伝
』
及
び
『
春
秋
』
経
文
と
比

較
す
る
と
、『
左
伝
』
に
も
同
様
の
傾
向
が
存
在
す
る
こ
と
に
気

付
く
。『
左
伝
』
は
晋
の
文
公
に
つ
い
て
手
厚
く
記
述
す
る
が
、

斉
桓
公
に
対
し
て
は
冷
淡
で
あ
る
こ
と
が
、
既
に
鎌
田
正（
注
4
）や

野
間
文
史（
注
5
）に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
今
、
野
間
の
説
明

を
藉
り
、
こ
れ
を
掻
い
摘
ん
で
説
明
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
『
春

秋
』
経
文
は
魯
の
歴
史
書
で
あ
る
か
ら
、
魯
の
隣
国
で
あ
る
斉
は

『
春
秋
』
経
文
に
隠
公
の
時
代
か
ら
頻
繁
に
登
場
す
る
。
一
方
、

晋
は
魯
か
ら
遠
方
で
あ
っ
た
た
め
、
経
文
に
初
め
て
登
場
す
る
の

は
僖
公
二
年
ま
で
下
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
『
左
伝
』
で
は
、
晋
は
早
く
も
隠
公
五
年
に
登
場
し
、

曲
沃
と
翼
と
の
本
家
・
分
家
の
争
い
や
、
驪
姫
の
陰
謀
な
ど
が
詳

細
に
記
述
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
い
よ
い
よ
僖
公
二
十
三
年
、

二
十
四
年
に
重
耳
即
ち
晋
文
公
の
長
大
な
放
浪
説
話
が
語
ら
れ

る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
放
浪
説
話
に
は
、
伝
文
に
対
応
し
た
経
文

が
存
在
し
な
い
。
要
す
る
に
『
春
秋
』
経
文
と
関
係
な
く
、『
左

伝
』
が
独
自
に
晉
の
文
公
を
手
厚
く
記
述
し
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。

　

一
方
、『
左
伝
』
は
斉
桓
公
を
冷
淡
に
扱
う
。
桓
公
の
即
位
に
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ま
つ
わ
る
記
述
は
、
荘
公
八
年
、
九
年
に
見
え
る
も
の
の
、
こ
れ

を
『
国
語
』
斉
語
や
『
管
子
』、『
史
記
』
斉
世
家
な
ど
に
見
え
る

説
話
と
比
べ
て
み
る
と
、『
左
伝
』
は
非
常
に
簡
素
で
あ
る
。
ま

た
、
斉
桓
公
に
つ
い
て
は
、『
春
秋
』
経
文
に
は
記
述
が
あ
り
な

が
ら
、『
左
伝
』
に
対
応
す
る
伝
文
が
存
在
し
な
い
こ
と
も
多
く
、

『
左
伝
』
の
斉
桓
公
に
対
す
る
関
心
は
、
晋
文
公
に
対
す
る
そ
れ

に
比
べ
て
明
ら
か
に
薄
い
の
で
あ
る
。

　

晋
文
公
を
斉
桓
公
よ
り
も
先
に
置
く
『
良
臣
』
は
、
晋
文
公
を

斉
桓
公
よ
り
も
重
視
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
『
左
伝
』
と
共
通

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

（
2
）　

孔
子
の
軽
視
と
季
氏
の
重
視
と

　

次
に
第
二
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
孔
子
を
信
奉
す
る
儒
者

が
、
孔
子
を
「
孔
丘
」
と
諱
で
呼
ぶ
こ
と
は
通
常
考
え
難
い
。
新

出
土
資
料
に
も
孔
子
の
名
を
載
せ
る
文
献
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
も

孔
子
を
「
孔
子
」
乃
至
「
夫
子
」
と
呼
称
し
て
い
る（
注
6
）。『
孟

子
』
に
も
「
丘
」
の
呼
称
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
孔
子
曰
、
其
義

則
丘
竊
取
之
矣
」
と
い
う
よ
う
に
、
孔
子
の
発
言
を
引
用
し
た
も

の
な
ど
に
限
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
戦
国
儒
家
の
文
献
が
、
地
の
文

に
お
い
て
「
孔
丘
」
と
い
う
表
記
を
用
い
る
こ
と
は
、
常
識
的
に

有
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、『
公
羊
伝
』
や
『
穀
梁
伝
』
に
も
孔
子
は
登
場
す
る

が
、
そ
こ
で
は
経
文
も
含
め
て
孔
子
を
諱
「
丘
」
で
呼
ぶ
こ
と
は

全
く
な
い
。
経
文
に
孔
子
の
出
生
を
述
べ
る
際
に
も
、
襄
公
二
十

一
年
「
十
有
一
月
庚
子
孔
子
生
（
公
羊
伝
）（注
7
）」「
冬
十
月
庚
子

孔
子
生
（
穀
梁
伝
）（
注
8
）」
と
表
記
す
る
が
、
こ
れ
が
儒
家
の
文

献
と
し
て
は
「
常
識
的
」
な
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
『
左
伝
』
で
は
、
地
の
文
に
お
い
て
孔
子
を
「
孔

丘
」
と
記
す
例
が
散
見
さ
れ
る
。

夏
、
公 

齊
侯
に
祝
其
に
會
す
。
實
は
夾
谷
な
り
。
孔
丘
相

く
。
犁
彌 

齊
侯
に
言
ひ
て
曰
く
、「
…
…
」。
齊
侯
之
に
從

ふ
。
孔
丘 

公
を
以
て
退
き
て
曰
く
、「
…
…
。」
…
…
。
孔

丘 

茲
無
還
を
し
て
揖
し
て
對
へ
し
め
て
曰
く
、「
…
…
。」

齊
侯 

將
に
公
を
享
せ
ん
と
す
。
孔
丘 

梁
丘
據
に
謂
ひ
て
曰

く
、「
…
…
。」（
夏
、
公
會
齊
侯
于
祝
其
。
實
夾
谷
。
孔
丘

相
。
犁
彌
言
於
齊
侯
曰
「
…
…
。」
齊
侯
從
之
。
孔
丘
以
公

退
曰
「
…
…
。」
…
…
。
孔
丘
使
茲
無
還
揖
對
曰
、「
…
…
。」

齊
侯
將
享
公
。
孔
丘
謂
梁
丘
據
曰
、「
…
…
。」）（『
左
伝
』

定
公
十
年（
注
9
））

甲
午
、
齊
の
陳
恆 

其
の
君
壬
を
舒
州
に
弑
す
。
孔
丘
三
日

齊
し
て
、
而
て
齊
を
伐
た
ん
こ
と
を
請
ふ
こ
と
三
た
び
す
。

公
曰
く
、「
…
…
」。
…
…
。
孔
子
辭
し
、
退
き
て
而
て
人
に
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告
げ
て
曰
く
、「
…
…
」（
甲
午
、
齊
陳
恆
弒
其
君
壬
于
舒

州
。
孔
丘
三
日
齊
、
而
請
伐
齊
三
。
公
曰
「
…
…
。」
…
…
。

孔
子
辭
、
退
而
告
人
曰
「
…
…
」）（『
左
伝
』
哀
公
十
四
年
）

夏
四
月
己
丑
、
孔
丘
卒
す
。（
夏
四
月
己
丑
、
孔
丘
卒
。）

（『
左
伝
』
哀
公
十
六
年
）

　

こ
れ
を
『
公
羊
伝
』『
穀
梁
伝
』
と
比
べ
れ
ば
、『
左
伝
』
の
特

異
性
が
明
瞭
と
な
る
。『
公
羊
伝
』『
穀
梁
伝
』
に
お
い
て
は
決
し

て
表
記
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
孔
子
の
諱
「
丘
」
が
、『
左
伝
』
に

お
い
て
は
地
の
文
の
中
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
公
羊

伝
』『
穀
梁
伝
』
が
徹
底
し
て
「
孔
丘
」
と
い
う
表
記
を
用
い
な

い
こ
と
と
比
べ
れ
ば
、『
左
伝
』
は
孔
子
に
対
す
る
特
異
な
立
場

を
持
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、『
良
臣
』
で
孔
子
と
並
記
さ
れ
る
季
孫
氏
の
イ

メ
ー
ジ
は
一
般
に
、
魯
に
お
い
て
権
勢
を
振
る
う
が
、
能
力
や
道

徳
性
に
は
問
題
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
次
の
『
論
語
』

に
お
け
る
描
写
は
、
ま
さ
に
そ
の
典
型
で
あ
る
。

齊
人
女
樂
を
歸
り
、
季
桓
子
之
を
受
け
、
三
日
朝
せ
ず
。
孔

子
行
る
。（
齊
人
歸
女
樂
、
季
桓
子
受
之
、
三
日
不
朝
。
孔

子
行
。）（『
論
語
』
微
子
篇（
注
10
））

　

し
か
し
、『
左
伝
』
に
は
次
の
よ
う
に
季
孫
氏
を
高
く
評
価
す

る
言
説
が
見
ら
れ
る
。

趙
簡
子 

史
墨
に
問
ひ
て
曰
く
、「
季
氏 

其
の
君
を
出
だ
し

て
、
而
て
民 

焉
に
服
し
、
諸
侯 

之
に
與
し
、
君
の
外
に
死

す
る
も
而
も
之
を
罪
す
る
も
の
或
る
莫
き
は
、
何
ぞ
や
」

と
。
對
へ
て
曰
く
、「
物
の
生
ず
る
に
兩
有
り
、
三
有
り
、

五
有
り
、
陪
貳
有
り
。
故
に
天
に
三
辰
有
り
、
地
に
五
行
有

り
、
體
に
左
右
有
り
、
各
妃
耦
有
り
、
王
に
公
有
り
、
諸
侯

に
卿
有
り
、
皆
貳
有
る
な
り
。
天 

季
氏
を
生
じ
、
以
て
魯

侯
に
貳
と
し
、
日
た
る
こ
と
久
し
き
な
り
。
民
の
焉
に
服
す

る
も
、
亦
た
宜
な
ら
ず
や
。
魯
の
君
は
世
よ
其
の
失
を
從
に

し
、
季
氏
は
世
よ
其
の
勤
め
を
修
む
れ
ば
、
民 

君
を
忘
る

る
な
り
。
外
に
死
す
と
雖
も
、
其
れ
誰
か
之
を
矜
ま
ん
。
社

稷
は
常
奉
無
く
、
君
臣
は
常
位
無
き
こ
と
、
古
自
り
以
て
然

り
。
…
…
（
趙
簡
子
問
於
史
墨
曰
「
季
氏
出
其
君
、
而
民
服

焉
、
諸
侯
與
之
、
君
死
於
外
而
莫
之
或
罪
、
何
也
。」
對
曰

「
物
生
有
兩
、
有
三
、
有
五
、
有
陪
貳
。
故
天
有
三
辰
、
地

有
五
行
、
體
有
左
右
、
各
有
妃
耦
、
王
有
公
、
諸
侯
有
卿
、

皆
有
貳
也
。
天
生
季
氏
、
以
貳
魯
侯
、
爲
日
久
矣
。
民
之
服

焉
、
不
亦
宜
乎
。
魯
君
世
從
其
失
、
季
氏
世
修
其
勤
、
民
忘

君
矣
。
雖
死
於
外
、
其
誰
矜
之
。
社
稷
無
常
奉
、
君
臣
無
常
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位
、
自
古
以
然
。
…
…
）（『
左
伝
』
昭
公
三
十
二
年
）

　

吉
本
道
雅
は
、『
左
伝
』
が
季
孫
氏
に
対
し
て
好
意
的
な
態
度

を
取
る
こ
と
に
つ
い
て
、『
論
語
』
に
お
い
て
季
孫
氏
が
批
判
さ

れ
て
い
る
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
が（
注
11
）、『
良

臣
』
に
お
い
て
も
「
魯
哀
公
有
季
孫
、
有
孔
丘
。」
と
し
て
「
季

孫
」
が
「
孔
丘
」
と
併
称
さ
れ
、
加
之
「
孔
丘
」
よ
り
も
先
に
挙

げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、『
良
臣
』
に
お
い
て
氏
族
名
に
よ
っ
て
挙
げ
ら
れ

る
の
は
、
実
は
季
孫
氏
の
み
で
あ
る
が
、『
左
伝
』
に
お
い
て
も

季
孫
氏
歴
代
当
主
を
単
に
「
季
孫
」
と
表
記
す
る
事
が
多
い
。
そ

こ
で
孔
子
生
前
の
季
孫
氏
に
も
目
を
向
け
る
と
、
三
代
目
の
季
文

子
に
つ
い
て
『
論
語
』
と
『
国
語
』
と
が
実
に
好
対
照
な
評
価
を

し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。

季
文
子
三
た
び
思
ひ
て
而
る
後
に
行
ふ
。
子 

之
を
聞
き
て

曰
く
、「
再
び
す
れ
ば
、
斯
ち
可
な
り
」
と
。（
季
文
子
三
思

而
後
行
。
子
聞
之
曰
、
再
、
斯
可
矣
。）（『
論
語
』
公
冶
長

篇
）

　
『
論
語
』
で
は
孔
子
に
よ
っ
て
小
人
扱
い
さ
れ
る
季
文
子
で
あ

る
が
、『
国
語
』
で
は
君
子
と
し
て
描
か
れ
る
。

季
文
子 

宣
成
に
相
と
し
て
、
帛
を
衣
る
の
妾
無
く
、
粟
を

食
む
の
馬
無
し
。
仲
孫
它
諫
め
て
曰
く
、「
子 

魯
の
上
卿
爲

り
て
、
二
君
に
相
た
る
な
り
。
妾
は
帛
を
衣
ず
、
馬
は
粟
を

食
ま
ず
、
人
其
れ
子
を
以
て
愛
し
む
と
爲
し
、
且
つ
國
を
華

に
せ
ざ
る
か
」
と
。
文
子
曰
く
、「
吾
も
亦
た
之
を
愿
へ
り
。

然
れ
ど
も
吾 

國
人
を
觀
る
に
、
其
の
父
兄
の
粗
を
食
ひ
て

而
て
惡
を
衣
る
者
、
猶
ほ
多
き
な
り
、
吾 

是
を
以
て
敢
へ

て
せ
ず
。
人
の
父
兄
は
粗
を
食
ひ
惡
を
衣
て
、
而
て
我 

妾

と
馬
と
を
美
し
く
す
る
は
、
乃
ち
人
に
相
た
る
者
に
非
ざ
る

無
か
ら
ん
や
。
且
つ
吾 

德
榮
を
以
て
國
華
と
爲
す
を
聞
く

も
、
妾
と
馬
と
を
以
て
す
る
を
聞
か
ず
」
と
。
文
子
以
て
孟

獻
子
に
告
ぐ
、
獻
子 

之
を
囚
ふ
る
こ
と
七
日
。
是
自
り
子

服
の
妾
、
衣
は
七
升
の
布
に
過
ぎ
ず
、
馬
餼
は
稂
莠
に
過
ぎ

ず
。
文
子 

之
を
聞
き
て
曰
く
、「
過
ち
て
而
て
能
く
改
む
る

は
、
民
の
上
な
り
」
と
。
上
大
夫
と
爲
さ
し
む
。（
季
文
子

相
宣
成
、
無
衣
帛
之
妾
、
無
食
粟
之
馬
。
仲
孫
它
諫
曰
、「
子

爲
魯
上
卿
、
相
二
君
矣
。
妾
不
衣
帛
、
馬
不
食
粟
、
人
其
以

子
爲
愛
、
且
不
華
國
乎
。」
文
子
曰
、「
吾
亦
愿
之
。
然
吾
觀

國
人
、
其
父
兄
之
食
粗
而
衣
惡
者
、
猶
多
矣
、
吾
是
以
不
敢
。

人
之
父
兄
食
粗
衣
惡
、
而
我
美
妾
與
馬
、
無
乃
非
相
人
者
乎
。

且
吾
聞
以
德
榮
爲
國
華
、
不
聞
以
妾
與
馬
。」
文
子
以
告
孟

獻
子
、
獻
子
囚
之
七
日
。
自
是
子
服
之
妾
、
衣
不
過
七
升
之
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布
、
馬
餼
不
過
稂
莠
。
文
子
聞
之
曰
、「
過
而
能
改
者
、
民

之
上
也
。」
使
爲
上
大
夫
。）（『
国
語
』
魯
語
上（
注
12
））

　

結
局
の
所
、
季
孫
一
族
が
小
人
で
あ
る
か
の
如
き
印
象
は
、
儒

家
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
、
こ
れ
が
後
世
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
季
孫
氏
を
孔
子
の
ラ
イ
バ
ル
に
位

置
付
け
る
儒
家
以
外
に
と
っ
て
は
、『
左
伝
』
に
お
け
る
史
墨
の
言

に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
魯
国
の
舵
取
り
を
し
て
い
る
季
孫
氏
は
充

分
に
優
れ
た
政
治
家
と
し
て
目
に
映
っ
て
い
た
の
で
あ
る（
注
13
）。

　

以
上
確
認
し
た
よ
う
に
、『
良
臣
』
と
『
左
伝
』、『
国
語
』
と

は
、
孔
子
を
「
孔
丘
」
と
記
し
た
り
、
季
孫
氏
に
好
意
的
で
あ
る

と
い
う
特
徴
を
共
有
し
て
い
る
。

（
3
）　

鄭
桓
公
の
重
視

　

さ
て
、
第
三
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
『
良
臣
』
が

鄭
の
桓
公
と
史
伯
ら
と
を
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
大
き
く
取
り
上
げ
て

い
る
こ
と
自
体
が
、
実
に
不
可
解
で
あ
る
。
鄭
国
の
建
国
事
情
を

述
べ
る
だ
け
な
ら
ば
史
伯
に
代
表
さ
れ
る
西
周
の
遺
臣
を
並
記
す

る
必
要
は
な
く
、
そ
も
そ
も
『
良
臣
』
が
建
国
の
由
来
を
説
明
す

る
の
も
鄭
国
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
。

　

鄭
桓
公
は
周
の
幽
王
の
子
で
平
王
や
携
王
の
弟
に
あ
た
り
、
父

王
か
ら
諸
侯
と
し
て
封
ぜ
ら
れ
た
も
の
の
、
内
乱
を
予
見
し
て
国

都
を
東
方
へ
遷
し
た
者
で
あ
る
。
鄭
が
春
秋
初
期
の
大
国
と
な
る

礎
を
築
い
た
人
物
と
は
い
え
る
も
の
の
、
鄭
桓
公
自
身
に
は
斉

桓
・
晋
文
と
並
び
称
さ
れ
る
ほ
ど
の
華
や
か
な
業
績
は
な
い
。
す

る
と
、『
良
臣
』
が
鄭
桓
公
や
史
伯
ら
を
高
く
評
価
す
る
の
は
、

西
周
の
滅
亡
を
予
見
し
得
た
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、『
国
語
』
鄭
語
は
ま
さ
に
鄭
桓
公
と
史
伯
と
の
対

話
で
あ
る
。
鄭
語
は
『
国
語
』
に
お
い
て
西
周
時
代
の
末
尾
に
位

置
し
、
そ
の
内
容
も
周
王
朝
の
滅
亡
を
予
言
す
る
と
い
う
、
西
周

時
代
の
終
末
を
告
げ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
国
語
』

と
い
う
史
書
は
、
鄭
桓
公
と
史
伯
と
に
、
旧
時
代
が
終
わ
り
新
時

代
へ
と
移
行
す
る
こ
と
を
語
る
役
割
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

従
来
は
『
国
語
』
に
何
故
鄭
語
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
疑
問

が
抱
か
れ
て
き
た
。
大
野
峻
は
鄭
語
に
つ
い
て
、
そ
の
紀
年
が
周
の

も
の
で
あ
り
、
話
の
内
容
か
ら
し
て
も
周
語
の
最
後
尾
に
位
置
す

べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
周
語
か
ら
の
錯
簡
と
し
て
い
る（
注
14
）。

し
か
し
『
良
臣
』
の
出
土
に
よ
り
、
西
周
の
滅
亡
を
鄭
桓
公
に
よ
っ

て
示
す
と
い
う
歴
史
記
述
の
手
法
が
、
戦
国
時
代
に
存
在
し
て
い

た
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
鄭
語
は
周
語
か
ら
の
錯
簡
で
は

な
く
、
明
確
な
意
図
を
も
っ
て
独
立
し
た
一
篇
に
さ
れ
た
と
看
做
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

但
し
、
鄭
桓
公
を
画
期
と
し
て
重
視
す
る
歴
史
観
が
当
時
の
普

遍
的
な
通
念
で
あ
っ
た
と
は
、
即
座
に
は
言
い
難
い
。
清
華
簡
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『
繋
年（
注
15
）』
で
は
、
ま
た
異
な
っ
た
歴
史
観
に
よ
っ
て
西
周
の

滅
亡
が
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

繒
人 
乃
ち
西
戎
に
降
り
、
以
て
幽
王
を
攻
め
、
幽
王
及
び

伯
盤
は
乃
ち
滅
び
、
周 

乃
ち
滅
ぶ
。
邦
君
諸
正 

乃
ち
幽
王

の
弟 

余
臣
を
虢
に
立
つ
、
是
れ
攜
の
惠
王
な
り
。
立
ち
て

二
十
又
一
年
、
晉
の
文
侯
仇 

乃
ち
惠
王
を
虢
に
殺
す
。
周

の
王
亡
き
こ
と
九
年
、
邦
君
諸
侯 

焉
に
始
め
て
周
に
朝
せ

ず
。
晉
の
文
侯 

乃
ち
平
王
を
少
鄂
よ
り
逆
へ
、
之
を
京
師

に
立
つ
。
三
年
に
し
て
乃
ち
東
に
徙
り
、
成
周
に
止
ま
る
。

晉
人 

焉
に
始
め
て
京
師
を
啓
き
、
鄭
の
武
公
も
亦
東
方
の

諸
侯
を
政
す
。
武
公 

即
世
し
、
荘
公 
即
位
す
。
荘
公 

即

世
し
、
昭
公 

即
位
す
。
其
の
大
夫 

高
之
渠
彌 

昭
公
を
殺

し
て
而
て
其
の
弟 

子
眉
壽
を
立
つ
。
齊
の
襄
公 
諸
侯
と
首

止
に
會
し
、
子
眉
壽
を
殺
し
、
高
之
渠
彌
を
車
轘
し
、
改
め

て
厲
公
を
立
つ
。
鄭 

以
て
始
め
て
正
ま
る
。
楚
の
文
王 
以

て
漢
陽
を
啓
く
。（
繒
人
乃
降
西
戎
、
以
攻
幽
王
、
幽
王
及

伯
盤
乃
滅
、
周
乃
亡
。
邦
君
諸
正
乃
立
幽
王
之
弟
余
臣
于

虢
、
是
攜
惠
王
。
立
二
十
又
一
年
、
晉
文
侯
仇
乃
殺
惠
王
于

虢
。
周
亡
王
九
年
、
邦
君
諸
侯
焉
始
不
朝
于
周
。
晉
文
侯
乃

逆
平
王
于
少
鄂
、
立
之
于
京
師
。
三
年
乃
東
徙
、
止
于
成

周
。
晉
人
焉
始
啓
于
京
師
、
鄭
武
公
亦
政
東
方
之
諸
侯
。
武

公
即
世
、
荘
公
即
位
。
荘
公
即
世
、
昭
公
即
位
。
其
大
夫
高

之
渠
彌
殺
昭
公
而
立
其
弟
子
眉
壽
。
齊
襄
公
會
諸
侯
于
首

止
、
殺
子
眉
壽
、
車
轘
高
之
渠
彌
、
改
立
厲
公
。
鄭
以
始

正
。
楚
文
王
以
啓
于
漢
陽
。）（『
繋
年
』
第
二
章
）

　
『
繋
年
』
で
語
ら
れ
る
西
周
末
か
ら
春
秋
初
期
の
歴
史
に
、
鄭

桓
公
は
登
場
し
な
い
。
代
わ
り
に
晋
の
文
侯
と
鄭
の
武
公
（
桓
公

の
子
）
と
が
時
代
を
転
換
さ
せ
た
主
役
と
し
て
の
地
位
を
与
え
ら

れ
て
い
る
。『
繋
年
』
は
春
秋
初
期
に
東
方
で
覇
を
唱
え
た
鄭
武

侯
を
重
視
す
る
が
、
春
秋
時
代
の
開
始
を
予
言
し
た
だ
け
の
鄭
桓

公
に
は
何
ら
の
注
意
も
払
わ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
諸
国
の

歴
史
を
軍
事
や
外
交
を
中
心
に
記
述
す
る
と
い
う
『
繋
年
』
の
性

格
を
考
え
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、『
繋
年
』
は
極
め
て
現
実

的
な
歴
史
書
だ
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
戦
国
時
代
に
お
い
て
、
西
周
の
滅
亡
を
予
言
し
た

鄭
桓
公
と
史
伯
と
に
注
目
す
る
か
し
な
い
か
、
と
い
う
二
系
統
の

歴
史
の
記
述
方
法
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
、
新
出
土
資
料
に

よ
っ
て
明
か
に
な
っ
た
。『
良
臣
』
と
『
国
語
』
と
は
予
言
を
重

視
す
る
側
に
立
っ
て
歴
史
記
述
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、『
良
臣
』
に
お
け
る
鄭
桓
公
と
史
伯
と
の
挙
げ
方

は
、
両
者
が
君
臣
関
係
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
形
式
で
あ
る
。

そ
し
て
、『
国
語
』
鄭
語
に
お
け
る
「
史
伯
」（『
史
記
』
鄭
世
家
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で
は
「
太
史
伯
」）
と
鄭
桓
公
と
の
問
答
も
、
鄭
桓
公
は
鄭
侯
と

し
て
で
は
な
く
周
の
司
徒
と
し
て
の
立
場
で
史
伯
と
問
答
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
。
つ
ま
り
、
問
答
の
時
点
で
は
史
伯
が
鄭
の
臣

で
あ
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
よ
う
な
書
き
方
を
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
う
し
た
舞
台
設
定
の
中
で
、
史
伯
に
よ
っ
て
西
周
の
滅

亡
が
必
然
で
あ
る
こ
と
が
鄭
桓
公
に
告
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

『
史
記
』
周
本
紀
で
は
幽
王
の
時
に
「
伯
陽
甫
」「
周
太
史
伯
陽
」

が
西
周
の
滅
亡
を
予
言
し
て
お
り
、
こ
こ
に
鄭
桓
公
は
登
場
し
な

い
。『
史
記
』
の
「
周
太
史
伯
（
伯
陽
甫
）」
と
『
国
語
』
鄭
語
の

「
史
伯
」
と
は
同
系
統
の
伝
承
と
考
え
ら
れ
る
が
、
と
も
に
「
史

伯
」
と
鄭
桓
公
と
に
君
臣
関
係
を
設
定
し
な
い
と
い
う
点
で
共
通

し
て
い
る
。『
良
臣
』
が
史
伯
を
鄭
桓
公
の
臣
下
と
せ
ず
、「
周
の

遺
老
」
と
し
て
鄭
桓
公
ら
と
と
も
に
「
後
出
封
」
し
た
と
い
う
特

殊
な
記
述
を
し
て
い
る
の
も
、
そ
も
そ
も
の
伝
承
で
鄭
桓
公
と
史

伯
と
を
君
臣
関
係
に
お
い
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（
4
）　

子
産
の
重
視

　

さ
て
、
い
よ
い
よ
最
後
の
第
四
で
あ
る
。『
良
臣
』
は
明
ら
か

に
鄭
の
子
産
を
重
視
し
て
い
る
が
、『
左
伝
』
に
お
い
て
も
子
産

の
発
言
は
突
出
し
て
多
数
が
記
録
さ
れ
て
い
る（
注
16
）。
こ
れ
は

『
良
臣
』
と
『
左
伝
』
と
を
繋
ぐ
、
大
き
な
特
徴
と
言
っ
て
良
い

だ
ろ
う
。
し
か
し
、『
良
臣
』
に
お
い
て
子
産
の
師
や
輔
と
し
て

挙
げ
ら
れ
た
人
物
に
は
現
在
で
は
知
ら
れ
な
い
も
の
も
多
い
。
こ

の
こ
と
は
、『
良
臣
』
の
作
者
が
少
な
く
と
も
子
産
周
辺
に
関
し

て
は
、
現
在
の
我
々
が
見
る
『
左
伝
』
よ
り
も
情
報
量
が
多
い
資

料
を
参
照
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
良
臣
』

を
『
左
伝
』
を
見
て
書
か
れ
た
な
ど
と
す
る
、『
左
伝
』
か
ら
の

派
生
作
品
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、『
良
臣
』
と
『
左
伝
』、

『
国
語
』
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
の
特
徴
的
な
歴
史
の
記
述

方
法
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
本
論
で

は
四
つ
の
特
徴
的
な
点
（
1
）
晋
の
重
視
、（
2
）
孔
子
の
軽
視

と
季
氏
の
重
視
と
、（
3
）
鄭
桓
公
の
重
視
、（
4
）
子
産
の
重

視
、
に
注
目
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
何
れ
か
一
つ
が
共
通
し
て

い
る
と
い
う
程
度
な
ら
ば
、
偶
然
の
産
物
と
し
て
済
ま
せ
ら
れ
よ

う
。
し
か
し
、
四
点
も
の
特
徴
的
な
記
述
方
法
が
共
通
し
て
い
る

以
上
、
こ
れ
は
偶
然
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、『
良
臣
』
と

『
左
伝
』『
国
語
』
と
に
強
い
関
連
性
が
存
在
す
る
と
想
定
す
る
の

が
妥
当
で
あ
る
。『
良
臣
』
が
『
左
伝
』
か
ら
ス
ピ
ン
ア
ウ
ト
し

た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
あ
れ
ば
、『
良
臣
』『
左

伝
』『
国
語
』
と
は
、
同
一
の
素
材
を
参
照
し
、
共
通
の
歴
史
観

に
よ
っ
て
別
々
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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二
、
楚
地
に
お
け
る
歴
史
学

　

先
程
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
共
通
す
る
歴
史
観
を
有
す
る

『
良
臣
』、『
左
伝
』、『
国
語
』
で
あ
る
が
、
次
に
そ
こ
に
見
ら
れ

る
時
代
区
分
の
意
識
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
論
者
は
前
稿
に
お
い

て
、『
良
臣
』
の
作
者
は
楚
地
に
い
る
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
た
が
、

す
る
と
『
良
臣
』
に
は
楚
地
に
お
い
て
認
識
さ
れ
て
い
た
歴
史
観

が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
1
）　

時
代
の
画
期
と
し
て
の
三
晋
分
立

　

戦
国
時
代
に
お
い
て
、
鄭
桓
公
を
西
周
滅
亡
を
象
徴
す
る
存
在

と
し
て
取
り
扱
う
観
念
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
既
に
見
て
き

た
通
り
で
あ
る
。
要
す
る
に
『
良
臣
』
は
鄭
桓
公
に
よ
っ
て
一
つ

の
時
代
が
始
ま
っ
た
と
認
識
し
て
お
り
、『
国
語
』
も
ま
た
時
代

の
転
換
期
の
象
徴
と
し
て
鄭
桓
公
に
注
目
し
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
で
『
良
臣
』
に
見
え
る
君
主
の
中
で
最
も
新
し
い
者

は
、
魯
哀
公
（
～
前
四
六
七
年
）
と
越
王
句
践
（
～
前
四
六
五

年
）
と
で
あ
る
。
清
華
簡
は
炭
素
十
四
測
定
法
に
よ
る
と
西
暦
前

三
〇
五
±
三
〇
年
に
書
写
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、『
良
臣
』

と
同
時
に
出
土
し
た
清
華
簡
『
楚
居
』
は
楚
の
悼
王
（
在
位
西
暦

前
四
〇
一
～
前
三
八
一
）
ま
で
を
記
載
し（
注
17
）、
ま
た
『
繋
年
』

は
西
暦
前
四
〇
〇
年
前
後
の
事
件
ま
で
を
述
べ
て
い
る
。
す
る
と

『
良
臣
』
は
魯
哀
公
の
時
期
ま
で
で
意
図
的
に
記
述
を
終
え
て
い

る
こ
と
に
な
る
。『
楚
居
』
や
『
繋
年
』
が
西
暦
前
四
〇
〇
年
前

後
ま
で
を
記
録
す
る
の
に
対
し
、『
良
臣
』
が
魯
哀
公
の
時
代
で

記
述
を
終
え
て
い
る
こ
と
は
、
魯
哀
公
や
越
王
句
踐
の
時
期
を
時

代
の
画
期
と
す
る
意
識
の
現
れ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
2
）　

春
秋
の
攘
夷
説
と
楚
王
と

　

魯
哀
公
で
終
わ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、『
良
臣
』
が
『
春
秋
』

経
文
に
従
っ
て
魯
哀
公
で
記
述
を
終
え
た
と
い
う
可
能
性
が
、
先

ず
考
え
ら
れ
よ
う
。
楚
に
お
い
て
も
何
ら
か
の
「
春
秋
学
」
が
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
は
郭
店
楚
簡
『
語
叢
一
』
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る（
注
18
）。易

は
、
天
道
人
道
を
會
す
る
所
以
な
り
。
詩
は
、
古
今
の
志

を
會
す
る
所
以
な
る
者
な
り
。
春
秋
は
、
古
今
の
事
を
會
す

る
所
以
な
り
。
禮
は
、
之
に
交
は
る
行
術
な
り
。
樂
は
、
或

い
は
生
み
或
い
は
教
ふ
る
者
な
り
。（
易
、
所
以
會
天
道
人

道
也
。
詩
、
所
以
會
古
今
之
志
也
者
。
春
秋
、
所
以
會
古
今

之
事
也
。
禮
、
交
之
行
術
也
。
樂
、
或
生
或
教
者
也
。）（
郭

店
楚
簡
『
語
叢
一
』（注
19
））
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こ
れ
ら
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
儒
家
が
『
春
秋
』
を
孔
子
の
著
作
と

し
て
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
、『
孟
子
』
離
婁
下
篇
に
見
え
る
。

孟
子
曰
く
、「
王
者
の
跡
熄
み
て
而
て
詩
亡
び
、
詩
亡
び
て

然
る
後
に
春
秋
作
る
。
晉
の
乘
、
楚
の
檮
杌
、
魯
の
春
秋
、

一
な
り
。
其
の
事
は
則
ち
齊
桓
、
晉
文
、
其
の
文
は
則
ち

史
。
孔
子
曰
く
、『
其
義
則
ち
丘
竊
か
に
之
を
取
る
な
り
。』

と
」
と
。（
孟
子
曰
、「
王
者
之
跡
熄
而
詩
亡
、
詩
亡
然
後
春

秋
作
。
晉
之
乘
、
楚
之
檮
杌
、
魯
之
春
秋
、
一
也
。
其
事
則

齊
桓
、
晉
文
、
其
文
則
史
。
孔
子
曰
『
其
義
則
丘
竊
取
之

矣
。』）（『
孟
子
』
離
婁
下（
注
20
））

　

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
春
秋
」
と
、
現
在
の
我
々
が
目
に
す

る
『
春
秋
』
経
文
と
が
同
一
の
も
の
で
あ
る
か
を
考
え
る
直
接
的

な
史
料
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
野
間
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
孟

子
の
春
秋
に
関
す
る
発
言
や
孟
子
の
思
想
と
現
在
の
『
春
秋
』
と

が
特
に
齟
齬
し
な
い
こ
と
か
ら
、
基
本
的
に
は
同
一
の
も
の
で
あ

る
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う（
注
21
）。

　

す
る
と
、
こ
こ
で
或
る
疑
問
が
生
じ
る
。『
春
秋
』
経
文
は
楚

王
を
「
楚
子
」
と
貶
記
し
、
ま
た
「
夷
」
と
し
て
扱
う
。
果
た
し

て
楚
の
人
間
が
、
現
在
の
よ
う
な
『
春
秋
』
を
受
容
す
る
こ
と
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
楚
の
国
内
で
楚
を
貶
め
る
『
春
秋
』
学
を

講
じ
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
楚
は
王
号
を
名
乗

り
、『
良
臣
』
や
『
繋
年
』
で
も
楚
は
王
号
で
記
述
さ
れ
て
い
る
。

戦
国
楚
に
お
い
て
春
秋
学
と
い
う
も
の
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、

そ
れ
が
現
在
の
経
文
を
前
提
と
す
る
、
或
い
は
現
在
の
『
公
羊

伝
』
の
よ
う
に
華
夷
の
別
を
重
視
す
る
春
秋
学
と
同
じ
も
の
で

あ
っ
た
と
は
、
到
底
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、『
左
伝
』
は
楚
を
「
夷
」
と
し
て
扱
わ
な
い
こ
と

が
、
吉
本
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「『
公
羊
』『
穀
梁
』
が

夷
と
す
る
楚
・
秦
を
夷
と
す
る
こ
と
が
『
左
伝
』
に
見
え
な
い
」、

「
楚
は
、
経
文
の
段
階
で
は
夷
と
さ
れ
て
お
り
…
…
。
そ
れ
に
も

関
ら
ず
、
楚
を
夷
と
明
言
し
な
い
こ
と
は
、
経
文
に
対
す
る
『
左

伝
』
の
重
大
な
変
更
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
は
吉
本
の
言
で
あ

る（
注
22
）。

　

経
文
を
敷
衍
説
明
す
る
「
春
秋
学
」
で
は
な
く
、
経
文
を
前
提

と
し
な
い
「
左
氏
学
」
な
る
も
の
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ

の
よ
う
な
学
問
が
楚
で
行
わ
れ
、
ま
た
発
達
を
遂
げ
て
行
っ
た
と

し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
吉
永
慎
二
郎
は
『
左
伝
』
に

つ
い
て
「
伝
先
経
後
」
を
主
張
し
、
先
に
見
た
郭
店
楚
簡
の
『
語

叢
一
』
に
お
け
る
「
春
秋
」
は
、
理
念
的
な
孔
子
春
秋
と
い
う
よ

り
は
歴
史
学
的
な
も
の
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る（
注
23
）。
吉
永
の

説
く
よ
う
に
伝
文
か
ら
経
文
が
抽
出
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う

問
題
は
扨
措
こ
う
。
し
か
し
、
楚
地
に
お
い
て
は
『
春
秋
』
経
文
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を
重
視
し
て
華
夷
の
別
を
論
じ
る
と
い
う
、
後
の
公
羊
伝
な
ど
に

連
な
っ
て
ゆ
く
斉
魯
の
「
春
秋
学
」
は
受
容
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
以
上
、『
春
秋
』
経
に
依
ら
ず
に
発

展
し
た
「
左
氏
学
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
歴
史
学
的
「
春
秋
」
の
存

在
が
浮
び
上
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

（
3
）　

時
代
区
分
と
三
晋
分
立
と

　

論
こ
こ
に
至
っ
て
改
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

戦
国
時
代
に
お
い
て
魯
以
外
の
国
で
、
魯
哀
公
を
一
つ
の
時
代
の

区
切
り
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
が
有
り
得
る
の
か
、
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
孔
子
を
信
奉
す
る
儒
者
で
あ
れ
ば
十
分
に
そ
の
可
能
性

は
あ
り
、
そ
の
場
合
は
孔
子
の
没
年
或
い
は
孔
子
没
時
の
魯
公
で

あ
っ
た
哀
公
の
末
年
を
以
て
、
時
代
の
区
切
り
で
あ
る
と
認
識
し

て
い
た
と
も
考
え
得
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
儒
者
が
孔
子
を

「
孔
丘
」
と
諱
で
呼
び
捨
て
た
り
、
孔
子
を
季
孫
氏
の
下
に
排
列

す
る
こ
と
は
想
定
し
難
い
。
も
し
『
良
臣
』
の
作
者
が
孔
子
を
神

聖
視
し
て
い
た
な
ら
ば
、
孔
子
を
哀
公
の
臣
下
で
は
な
く
「
師
」

と
し
て
登
場
さ
せ
て
い
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
が
、『
良
臣
』

は
孔
子
を
そ
こ
ま
で
特
別
に
扱
わ
ず
、
む
し
ろ
季
孫
氏
や
子
産
を

重
視
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、『
公
羊
伝
』『
穀
梁
伝
』
の
経
文
は
哀
公
十
四
年
の

西
狩
獲
麒
で
終
わ
っ
て
い
る
が
、『
左
伝
』
の
経
文
は
哀
公
十
六

年
「
夏
四
月
己
丑
、
孔
丘
卒
。」
ま
で
続
き
、
更
に
伝
文
だ
け
が

悼
公
四
年
の
紀
年
ま
で
続
い
た
後
、
悼
公
十
四
年
（
杜
注
）
に
お

け
る
晋
の
智
伯
の
滅
亡
と
い
う
、
三
晋
の
分
裂
を
決
定
づ
け
る
事

件
に
よ
っ
て
記
述
を
終
え
る
。
そ
の
続
伝
も
、
哀
公
二
十
七
年
の

後
に
悼
公
四
年
が
唐
突
に
記
述
さ
れ
、
悼
公
四
年
に
始
ま
る
最
後

の
記
事
も
全
て
晋
の
智
伯
に
纒
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
不
自
然
極
ま

り
な
い
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

　
『
左
伝
』
が
当
初
よ
り
『
春
秋
』
経
文
の
釈
義
と
し
て
作
成
さ

れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
孔
子
卒
す
る
の
記
事
、
ま
た
は
そ
の
君
主
で

あ
る
哀
公
に
合
わ
せ
て
終
わ
ら
せ
て
お
け
ば
、
魯
国
史
の
『
春

秋
』
経
に
対
す
る
伝
と
し
て
、
よ
り
自
然
で
あ
っ
た
ろ
う
。
詰
ま

る
所
、『
左
伝
』
は
孔
子
や
魯
哀
公
で
は
な
く
、
三
晋
の
分
立
を

時
代
の
画
期
と
し
て
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
『
国
語
』

に
お
け
る
最
も
時
代
を
降
る
事
件
も
「
晋
語
九
」
の
智
伯
滅
亡
で

あ
り
、
こ
れ
が
時
代
の
画
期
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
。

　

斉
の
軽
視
や
晋
の
重
視
、
子
産
を
始
め
と
す
る
鄭
へ
の
傾
倒
、

更
に
は
記
述
の
対
象
と
す
る
時
代
範
囲
の
齟
齬
な
ど
、
も
と
も
と

『
左
伝
』
は
『
春
秋
』
経
文
の
解
説
を
目
的
に
作
成
さ
れ
た
と
は

思
え
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
知
伯
滅
亡
、
即
ち
三
晋
の
分
裂
を
画

期
と
す
る
史
観
は
、『
左
伝
』
や
『
国
語
』
の
他
に
、
や
は
り
楚

地
と
関
係
が
深
い
と
さ
れ
る
馬
王
堆
『
春
秋
事
語
』
に
も
同
様
に
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認
め
ら
れ
る
。『
春
秋
事
語
』
に
お
い
て
最
も
時
代
を
降
る
記
述

は
や
は
り
智
伯
滅
亡
に
纒
わ
る
事
件
で
あ
り
、
野
間
は
「『
事
語
』

が
後
世
の
い
わ
ゆ
る
春
秋
時
代
を
一
つ
の
画
期
と
し
て
い
る
こ
と

は
、
こ
の
文
献
が
『
春
秋
』
経
文
・
伝
文
、
特
に
『
左
伝
』
を
前

提
と
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。」
と
指
摘
し
て
い

る（
注
24
）。

（
4
）　

因
果
関
係
と
春
秋
学
と

　

こ
の
『
春
秋
事
語
』
と
『
左
伝
』、『
国
語
』
と
に
は
、
あ
る
共

通
の
思
考
パ
タ
ー
ン
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
、
事
件

の
予
兆
や
予
言
な
ど
を
重
視
す
る
こ
と
で
あ
り
、
大
き
く
言
え
ば

因
果
関
係
を
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
『
左
伝
』

は
、
し
ば
し
ば
何
年
も
後
の
事
件
の
た
め
に
予
め
伝
す
る
こ
と
が

あ
り
、
ま
た
多
く
の
予
言
記
事
が
認
め
ら
れ
る
。
時
に
は
占
い
、

時
に
は
賢
者
の
見
識
に
よ
り
、
或
る
事
象
や
行
動
が
ど
の
よ
う
な

結
末
を
齎
ら
す
こ
と
に
な
る
か
が
予
言
さ
れ
、
そ
し
て
実
現
し
た

結
果
を
記
述
す
る
。
こ
の
よ
う
な
予
言
を
重
視
す
る
『
左
伝
』
や

『
国
語
』
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
件
を
「
必
然
」
の
産
物
と
捉
え
、
歴

史
の
展
開
を
因
果
の
絡
み
合
い
で
把
握
し
よ
う
と
す
る
歴
史
書
な

の
で
あ
る
。
こ
れ
と
い
っ
た
原
因
も
な
く
偶
然
に
発
生
し
た
よ
う

に
見
え
る
事
件
に
つ
い
て
も
何
と
か
し
て
原
因
を
説
明
し
よ
う
と

努
力
し
た
結
果
が
、『
左
伝
』
の
予
言
記
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

で
は
、『
春
秋
事
語
』
で
は
予
言
と
因
果
と
が
ど
の
よ
う
に
使

わ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
例
を
次
に
挙
げ
て
お
こ
う
。

齊
の
桓
公　

蔡
夫
人
と
與
に
舟
に
乘
り
、
夫
人
舟
を
蕩
す
。

之
を
禁
ず
れ
ど
も
、
不
可
な
れ
ば
、
怒
り
て
而
て
之
を
歸

す
。
未
だ
之
を
絶
た
ざ
る
に
、
蔡
人
之
を
嫁
が
し
む
。
士
説

曰
く
、「
蔡
は
其
れ
亡
び
ん
ん
か
。
夫
れ
女
の
制
せ
ら
れ
て

夫
に
逆
は
ざ
る
は
、
天
の
道
な
り
。
大
に
事
へ
て
怒
り
に
報

ひ
ざ
る
は
、
小
の
利
な
り
。
説
之
を
聞
く
、
小
邦
の
大
邦
に

事
ふ
る
の
道
は
、
將
□
を
亡
は
ば
則
ち
…
…
。
是
の
故
に
之

を
養
ふ
に
□
好
を
以
て
し
、
之
を
申
ぬ
る
に
子
□
を
以
て

し
、
重
る
に
…
…
を
以
て
し
、
…
…
。
今
蔡
の
齊
に
女
す
る

や
、
爲
□
以
爲
此
、
今
女
の
辭
を
聽
き
て
而
て
之
を
嫁
が
し

め
、
以
て
齊
を
絶
つ
。
是
れ
怨
み
を
申
ね
て
以
て
報
ひ
る
な

り
。
…
…
」
と
。
桓
公
師
を
率
ゐ
て
以
て
蔡
を
侵
し
、
蔡
人

遂
に
潰
ゆ
。（
斉
桓
公
與
蔡
夫
人
乘
舟
、
夫
人
蕩
舟
。
禁
之
、

不
可
、
怒
而
歸
之
。
未
之
絶
、
蔡
人
嫁
之
。
士
説
曰
、「
蔡

其
亡
乎
。
夫
女
制
不
逆
夫
、
天
之
道
也
。
事
大
不
報
怒
、
小

之
利
也
。
説
之
□
、
小
邦
□
大
邦
之
□
、
亡
將
□
則
□
□
□

□
。
是
故
養
之
以
□
好
、
申
之
以
子
□
、
重
以
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
。
今
蔡
之
女
齊
也
、
爲
□
以
爲

此
、
今
聽
女
辭
而
嫁
之
、
以
絶
齊
。
是
□
怨
以
□
也
。
□
□
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□
□
□
□
惡
角
矣
。
而
力
□
□
□
□
□
乎
。」
桓
公
率
師
以

侵
蔡
、
蔡
人
遂
潰
。）（『
春
秋
事
語
』
斉
桓
公
與
蔡
夫
人
乘

舟
章（
注
25
））

　

波
線
部
に
お
い
て
、
原
因
た
る
蔡
婦
人
お
よ
び
蔡
人
の
行
動
が

語
ら
れ
、
二
重
波
線
部
に
お
い
て
桓
公
が
蔡
に
侵
攻
し
、
之
を
潰

し
た
と
い
う
結
果
が
語
ら
れ
る
。
で
は
、
何
故
そ
の
よ
う
な
結
果

へ
と
必
然
的
に
帰
結
す
る
の
か
、
と
い
う
原
理
を
説
明
す
る
の

が
、
そ
の
間
に
挾
ま
れ
て
い
る
士
説
の
発
言
で
あ
る
。

　

歴
史
を
素
材
に
す
る
な
ら
ば
、
因
果
関
係
を
重
視
す
る
の
も
当

然
で
は
な
い
か
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
を
斉
魯

の
地
で
発
展
し
て
い
っ
た
歴
史
を
利
用
し
た
学
問
で
あ
る
公
羊
学

と
比
較
し
て
み
れ
ば
、
傾
向
の
違
い
が
明
暸
に
な
る
。
そ
も
そ
も

公
羊
学
と
は
、『
春
秋
』
経
文
の
微
言
に
着
目
し
、
登
場
人
物
の

意
志
や
言
動
が
礼
に
適
っ
て
い
る
か
を
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
歴
史
的
・
時
間
的
な
因
果
関
係
は
考
慮
さ
れ
ず
、
結
果

す
ら
も
考
慮
さ
れ
な
い
。
た
だ
恒
常
普
遍
の
道
徳
を
追
求
す
る
の

み
で
あ
り
、
そ
の
時
々
の
事
件
を
静
的
に
批
評
す
る
の
が
斉
魯
の

春
秋
学
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
比
較
す
れ
ば
、『
左
伝
』『
国
語
』

『
春
秋
事
語
』
と
い
っ
た
史
書
は
、
事
件
そ
の
も
の
の
動
機
よ
り

も
、
む
し
ろ
結
果
を
生
み
出
し
た
原
因
を
重
視
し
、
原
因
と
結
果

と
が
複
雑
に
且
つ
脈
々
と
紡
が
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
が
作
ら

れ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
公
羊
学
の
性
質
に
つ
い
て
日
原
利
国
は
次
の
よ
う

に
説
明
し
て
い
る
。

い
っ
た
い
行
為
の
善
悪
を
論
定
す
る
と
き
、
二
つ
の
見
方
が

予
想
さ
れ
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
行
為
を
な
し
た
か
、
す
な

わ
ち
行
為
の
動
機
や
意
図
を
追
及
す
る
立
場
と
、
い
か
な
る

行
為
が
な
さ
れ
た
か
、
す
な
わ
ち
行
為
の
事
実
や
結
果
を
主

た
る
対
象
と
し
て
判
断
す
る
立
場
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
道
徳

法
則
に
対
し
て
行
為
の
動
機
が
合
致
す
べ
き
か
、
結
果
が
合

致
す
べ
き
か
の
問
題
で
も
あ
り
、
動
機
論
と
結
果
論
の
対
立

と
な
る
。
…
…
。
春
秋
（
黑
田
注
・
公
羊
学
を
指
す
）
は
行

為
の
結
果
を
論
ぜ
ず
し
て
、
行
為
の
根
底
に
ひ
そ
む
意
図
を

究
明
し
、
外
的
事
実
を
閑
却
し
て
内
な
る
心
情
を
偏
重
す

る
、
徹
底
し
た
動
機
主
義
に
た
つ（
注
26
）。

　

公
羊
学
の
動
機
主
義
に
対
峙
さ
れ
る
結
果
主
義
が
、
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
学
問
で
あ
り
書
物
で
あ
る
か
ま
で
日
原
は
語
っ
て
い

な
い
。
し
か
し
、『
左
伝
』『
国
語
』『
春
秋
事
語
』
に
見
ら
れ
る

歴
史
事
象
を
因
果
関
係
に
よ
っ
て
把
握
し
て
い
く
思
考
は
、
結
果

に
よ
っ
て
原
因
を
評
価
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
さ
に
結
果

主
義
の
立
場
に
あ
る
。
今
日
の
我
々
が
目
に
す
る
『
左
伝
』『
国
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語
』『
春
秋
事
語
』
は
そ
う
し
た
歴
史
哲
学
の
成
果
な
の
で
あ
り
、

楚
の
地
に
お
い
て
斯
く
発
展
し
た
も
の
と
理
解
し
て
良
い
だ
ろ

う
。

　

ま
た
、
楚
地
で
は
公
羊
学
の
よ
う
な
華
夷
の
別
を
重
視
す
る
春

秋
学
が
受
容
さ
れ
た
と
は
考
え
難
く
、
吉
永
が
郭
店
楚
簡
『
語
叢

一
』
に
見
え
る
「
春
秋
」
を
歴
史
学
的
な
学
問
で
あ
ろ
う
と
し
た

こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
『
国
語
』
楚
語
上
に
登
場
す
る

「
春
秋
」
を
思
い
浮
か
べ
る
と
、
楚
地
に
お
け
る
歴
史
学
が
長
い

伝
統
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
そ
こ
で
は
荘
王
の
時

に
お
け
る
太
子
の
教
育
と
し
て
「
之
に
春
秋
を
教
へ
て
、
而
て
之

が
為
に
善
を
聳
め
悪
を
抑
へ
て
、
以
て
其
の
心
を
戒
勧
せ
し
む
」

と
言
わ
れ
て
い
る
。
楚
荘
王
は
春
秋
時
代
の
人
で
あ
り
、
こ
こ
で

言
う
「
春
秋
」
は
孔
子
春
秋
で
は
な
く
、
歴
史
と
い
う
意
味
に
な

る
。
心
を
問
題
に
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
公
羊
学
の
よ
う

に
動
機
主
義
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
結
果
主
義
も
や
は
り
心
の
訓
誡
に
帰
結
す
る
。
歴
史
を
因

果
関
係
に
よ
っ
て
説
明
し
結
果
を
重
視
す
る
の
は
、
善
事
を
齎
ら

す
善
行
と
は
何
か
、
悪
事
を
生
み
出
す
悪
行
と
は
何
か
を
考
え
る

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
心
を
戒
め
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。

（
5
）　

楚
に
お
け
る
『
左
伝
』
の
成
立

　

な
お
、『
左
伝
』
が
魯
で
は
な
く
、
楚
の
地
で
伝
え
ら
れ
た
と

す
る
説
は
、
古
く
は
劉
向
『
別
録
』
に
見
え
る
。

左
丘
明
は
曾
申
に
授
け
、
申
は
吳
起
に
授
け
、
起
は
其
の
子

の
期
に
授
け
、
期
は
楚
人
鐸
椒
に
授
く
。
鐸
椒
は
『
抄
撮
』

八
卷
を
作
り
、
虞
卿
に
授
け
、
虞
卿
は
『
抄
撮
』
九
卷
を
作

り
、
荀
卿
に
授
け
、
荀
卿
は
張
蒼
に
授
く
。（
左
丘
明
授
曾

申
、
申
授
吳
起
、
起
授
其
子
期
、
期
授
楚
人
鐸
椒
。
鐸
椒
作

『
抄
撮
』
八
卷
、
授
虞
卿
、
虞
卿
作
『
抄
撮
』
九
卷
、
授
荀

卿
、
荀
卿
授
張
蒼
。）（『
春
秋
左
氏
傳
』
春
秋
序
正
義
引
劉

向
『
別
録
』）

　

姚
鼐
『
左
伝
補
注
』
序
や
章
炳
麟
『
春
秋
左
伝
読
』、
銭
穆

『
先
秦
諸
子
繋
年
』
六
七
「
呉
起
伝
左
氏
春
秋
攷　

附
鐸
椒
攷
」

は
こ
れ
に
注
目
し
、
近
年
で
は
吉
本
が
積
極
的
に
こ
の
呉
起
伝
承

説
を
支
持
し
て
い
る
。『
韓
非
子
』
外
儲
説
に
「
呉
起
、
衞
左
氏

中
人
也
」
と
あ
り
、
呉
起
を
「
左
氏
」
と
い
う
地
の
出
身
と
す
る

こ
と
は
興
味
深
い
。
な
お
『
韓
非
子
』
内
儲
説
篇
上
七
術
や
『
戦

国
策
』
宋
衛
策
に
「
衛
嗣
君
」
の
領
地
と
し
て
「
左
氏
」
が
見
え

る
。

　

も
っ
と
も
、『
左
伝
』
が
『
春
秋
』
の
伝
で
あ
る
以
上
は
中
原

に
淵
源
す
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
ち
、
中
原
か
ら
楚
へ

移
住
し
た
著
名
人
を
『
左
伝
』
の
伝
承
者
に
附
会
す
る
な
ら
ば
、
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選
択
肢
は
呉
起
く
ら
い
し
か
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
系
譜
を
単
純

に
信
じ
る
こ
と
も
難
し
い
。
斯
く
し
て
水
掛
け
論
に
な
り
か
ね
な

い
呉
起
伝
承
説
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
少
な
く
と
も
漢
代
の
人
士

に
は
、『
左
伝
』
は
楚
地
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
と
す
る
説
明
が
受

容
さ
れ
て
い
た
。『
公
羊
伝
』『
穀
梁
伝
』
と
い
う
理
念
的
な
春
秋

学
が
伝
承
さ
れ
て
き
た
の
は
斉
魯
の
地
で
あ
り
、『
左
伝
』
と
い

う
歴
史
学
的
な
春
秋
学
は
楚
の
地
で
行
わ
れ
て
い
た
と
す
る
の

が
、
漢
代
に
お
け
る
認
識
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
楚
地
に
お
い
て
は
荘
王
の
こ
ろ
よ
り
一
貫
し
て
歴

史
学
が
発
展
し
て
行
き
、
そ
れ
が
「
原
左
伝
」
と
し
て
結
晶
し
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
6
）　
『
左
伝
』
学
の
晋
へ
の
流
入

　

た
だ
し
、
汲
冢
か
ら
は
『
左
伝
』
の
卜
筮
記
事
を
纏
め
た
と
い

う
『
師
春
』
一
篇
も
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
戦
国
魏
（
春
秋

時
代
の
晋
地
）
に
お
い
て
も
『
左
伝
』
に
関
す
る
歴
史
学
が
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
楚
地
で
発
達
し
た
歴
史
学
が
戦

国
後
期
ま
で
に
は
三
晋
の
地
に
伝
わ
っ
て
い
た
と
す
る
構
図
が
描

け
、『
左
伝
』
が
韓
（
鄭
国
を
併
合
）
を
含
め
た
晋
楚
の
地
域
で

共
有
さ
れ
、
更
な
る
発
展
を
し
て
い
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
顧
頡
剛
『
春
秋
三
伝
及
国
語
之
綜
合
研
究（
注
27
）』

で
は
、『
左
伝
』
の
原
本
と
し
て
、
晋
史
、
楚
史
、
そ
し
て
列
国

史
を
も
と
に
作
ら
れ
た
原
『
左
伝
』
で
あ
る
「
原
本
左
氏
書
」
が

想
定
さ
れ
て
い
る（
注
28
）。「
原
本
左
氏
書
」
が
晋
や
楚
な
ど
の
史

書
に
も
と
づ
き
『
春
秋
』
経
と
は
無
関
係
に
製
作
さ
れ
た
の
で
あ

れ
ば
、
三
晋
の
分
裂
が
時
代
の
転
換
期
と
し
て
意
識
さ
れ
た
こ
と

は
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
こ
そ
、『
左
伝
』
が

『
春
秋
』
経
文
の
終
了
後
も
三
晋
の
分
裂
ま
で
続
い
て
い
る
こ
と

が
自
然
な
も
の
と
し
て
把
握
で
き
る
。『
良
臣
』
は
そ
の
「
原
本

左
氏
書
」
と
資
料
及
び
歴
史
観
を
共
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。

　

要
す
る
に
、
楚
の
地
に
お
い
て
は
、
三
晋
の
分
裂
を
時
代
の
画

期
と
す
る
観
念
が
存
在
し
て
お
り
、『
良
臣
』
の
作
者
も
そ
う
し

た
歴
史
観
に
従
っ
て
い
た
結
果
、『
繋
年
』
や
『
楚
居
』
と
異
な

り
三
晋
分
裂
後
の
人
物
を
記
述
対
象
と
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。

三
、
今
本
『
左
伝
』『
国
語
』
の
編
纂

　

こ
こ
ま
で
、『
左
伝
』
の
よ
う
に
因
果
関
係
を
重
視
す
る
歴
史

学
が
楚
地
で
発
展
し
た
も
の
と
考
え
て
き
た
。
最
後
に
、
歴
史
書

で
あ
っ
た
原
『
左
伝
』
が
『
春
秋
』
経
を
釈
義
す
る
『
左
伝
』
へ

と
変
わ
っ
て
い
っ
た
経
緯
、
ま
た
『
国
語
』
が
不
可
解
な
編
次
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。
こ
の
問
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題
に
つ
い
て
は
古
来
よ
り
諸
説
が
提
示
さ
れ
て
お
り
、
決
定
的
な

結
論
は
出
し
難
い
。
し
か
し
、
現
在
の
『
左
伝
』
や
『
国
語
』
に

対
し
、
儒
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
立
場
か
ら
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
、
以
下
か
ら
窺
え
る
。

（
1
）　
『
左
伝
』
の
改
変

　
『
公
羊
伝
』
は
華
夷
の
別
を
重
視
し
て
「
呉
楚
の
君
に
葬
を
書

か
ざ
る
は
、
其
の
号
を
辟
く
れ
ば
な
り
」（『
公
羊
伝
』
宣
公
十
八

年
伝
文
）
と
言
い
、
経
文
の
み
な
ら
ず
伝
文
に
お
い
て
も
楚
王
を

「
楚
子
」
と
貶
記
す
る
。
し
か
し
実
は
、『
公
羊
伝
』
の
伝
文
は
桓

公
二
年
と
定
公
四
年
と
の
二
箇
所
で
、
地
の
文
に
お
い
て
「
楚

王
」
と
い
う
表
記
を
使
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
一
方
、『
左
伝
』

の
伝
文
は
、
楚
王
の
個
別
の
王
号
や
謚
な
ど
は
そ
の
ま
ま
認
め

「
楚
武
王
侵
隨
」（『
左
伝
』
桓
公
六
年
）
な
ど
と
書
い
て
平
然
と

し
て
い
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
「
楚
王
」
と
い
う
表
記
は
『
左
伝
』

の
地
の
文
で
は
全
く
使
わ
れ
ず
、
す
べ
て
「
楚
子
」
と
表
記
さ
れ

る
。『
左
伝
』
に
お
け
る
「
楚
王
」
な
る
表
現
は
、
僖
公
二
十
二

年
、
成
公
十
六
年
、
襄
公
二
十
六
年
、
昭
公
元
年
、
四
年
、
五

年
、
十
一
年
、
二
十
五
年
の
八
例
あ
る
が
、
こ
れ
は
全
て
会
話
文

中
の
使
用
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
左
伝
』
で
は
楚
王
の
表
記
に
つ

い
て
、
王
個
人
の
王
号
や
諡
は
固
有
名
詞
と
し
て
扱
い
、
会
話
文

は
引
用
で
あ
る
か
ら
「
楚
王
」
と
表
現
す
る
が
、
地
の
文
で
は
王

号
は
決
し
て
用
い
ず
、
例
外
な
く
「
楚
子
」
と
呼
称
す
る
と
い
う

原
則
論
が
徹
底
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
古
代
の
文
献
と
し
て
は
『
公
羊
伝
』
の
方
が
よ
り
自

然
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
『
論
語
』
に
重
複
し
た
章
が
し
ば
し
ば
見

受
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
大
部
の
書
物
を
編

纂
す
る
時
に
は
、
か
な
ら
ず
エ
ラ
ー
が
つ
き
ま
と
う
。
む
し
ろ
例

外
無
く
統
一
さ
れ
て
い
る
『
左
伝
』
こ
そ
が
、
不
自
然
な
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
『
春
秋
』
経
文
の
釈
義
と
し
て
『
左
伝
』
を
再
構
成

す
る
際
に
、
王
号
並
び
に
五
等
爵
の
称
に
関
し
て
は
徹
底
的
に

拘
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
先
程
も
見
て
き
た
よ
う
に
、『
左
伝
』
は
地
の
文
に

お
い
て
「
孔
丘
」
と
表
記
す
る
こ
と
が
あ
り
、『
公
羊
伝
』『
穀
梁

伝
』
と
比
べ
て
大
き
な
特
色
と
な
っ
て
い
た
。
す
る
と
何
故
「
孔

丘
」
に
つ
い
て
は
徹
底
的
に
修
正
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問

が
出
る
だ
ろ
う
。
実
は
こ
れ
が
『
左
伝
』
に
手
を
加
え
た
時
機
と

人
物
像
と
を
推
測
す
る
ヒ
ン
ト
に
な
る
。

　

先
程
も
述
べ
た
よ
う
に
、
戦
国
時
代
の
儒
者
が
地
の
文
で
孔
子

を
「
孔
丘
」
と
諱
で
書
き
あ
ら
わ
す
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
と
こ

ろ
が
漢
代
に
編
纂
さ
れ
た
経
書
に
は
、
極
稀
な
が
ら
地
の
文
に
孔

子
を
諱
「
孔
丘
」
と
表
記
す
る
エ
ラ
ー
が
存
在
す
る（
注
29
）。
戦
国

時
代
の
儒
家
の
手
に
な
る
な
ら
ば
、「
孔
丘
」
と
い
う
表
記
は
必

ず
「
孔
子
」
と
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
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し
か
し
、
漢
代
に
入
る
と
孔
子
も
歴
史
的
存
在
に
帰
着
し
、
戦

国
時
代
ほ
ど
の
孔
子
信
仰
を
所
有
し
な
い
儒
者
が
登
場
し
て
き
た

こ
と
は
、
孔
子
よ
り
も
周
公
を
重
視
す
る
古
文
学
の
登
場
か
ら
も

理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
時
代
に
か
か
る
傾
向
を
持
つ
人

物
が
『
春
秋
』
経
文
の
釈
義
と
し
て
『
左
伝
』
を
整
え
る
際
、
周

公
が
定
め
た
と
さ
れ
る
社
会
秩
序
の
五
等
爵
に
は
執
拗
に
拘
っ
た

も
の
の
、「
孔
丘
」
と
い
う
表
記
の
「
異
常
性
」
に
は
然
程
意
識

し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
最
終
的
に
釈

義
の
書
と
し
て
手
を
加
え
た
の
は
劉
歆
で
あ
っ
た
と
考
え
れ
ば
辻

褄
は
合
う
が
、
し
か
し
劉
歆
に
特
定
す
る
決
定
的
根
拠
も
な
い
こ

と
か
ら
、
こ
こ
で
は
時
機
に
つ
い
て
漢
代
で
あ
る
と
推
測
す
る
に

と
ど
め
た
い
。

（
2
）　
『
国
語
』
の
改
変

　

と
こ
ろ
で
『
国
語
』
の
編
次
の
中
に
も
、
儒
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

に
基
づ
く
爵
位
へ
の
拘
り
が
見
受
け
ら
れ
る
。
現
在
の
『
国
語
』

の
編
次
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

周　

三
篇　

王　

歴
代

魯　

二
篇　

侯　

歴
代

斉　

一
篇　

侯　

桓
公
一
代

晋　

九
篇　

侯　

歴
代

鄭　

一
篇　

伯　

桓
公
と
史
伯
と

楚　

二
篇　

子　

歴
代

呉　

一
篇　

子　

夫
差
一
代

越　

二
篇　

子　

句
践
一
代

　

斉
語
・
呉
語
・
越
語
が
覇
者
の
一
代
記
で
あ
る
こ
と
は
一
見
し

て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
鄭
語
」
は
紀
年
や
内
容
か
ら
見
て

明
ら
か
に
周
語
の
末
尾
に
位
置
す
べ
き
も
の
で
あ
る（
注
30
）。
こ
れ

が
「
鄭
語
」
と
し
て
独
立
さ
せ
ら
れ
た
理
由
は
、
先
ほ
ど
も
確
認

し
た
よ
う
に
、
鄭
桓
公
（
と
史
伯
と
の
予
言
）
を
西
周
時
代
と
春

秋
時
代
と
の
画
期
と
し
て
重
視
し
た
結
果
だ
と
思
わ
れ
る
。
す
る

と
、『
国
語
』
に
通
史
的
な
記
載
が
さ
れ
て
い
る
の
は
周
・
魯
・

晋
・
楚
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、『
晋
書
』
束
晳
伝
に
汲
冢
よ
り
出
土
し
た
文
献
に

つ
い
て
「『
国
語
』
三
篇
。
楚
・
晋
の
事
を
言
ふ
。」
と
あ
る
よ
う

に
、
汲
冢
か
ら
『
国
語
』
の
楚
語
、
晋
語
に
相
当
す
る
も
の
が
出

土
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
今
本
『
国
語
』
の
晋
語
は
九
篇
、
楚
語

は
二
篇
で
あ
る
か
ら
、
晋
楚
に
関
す
る
一
部
分
を
得
ら
れ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
、
魏
地
（
も
と
の
晋
地
）
に
お
い

て
、
晋
史
と
楚
史
と
か
ら
な
る
「
原
本
国
語
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き

も
の
が
流
布
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

　

ま
た
、
吉
本
は
清
華
簡
『
繋
年
』
に
登
場
す
る
国
は
非
常
に
多
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彩
で
あ
る
が
、
用
い
ら
れ
て
い
る
紀
年
は
僅
か
に
「
周
・
晋
・

楚
」
の
三
国
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
紀
年
の
分
布
は
『
国
語
』
と
合

致
し
、『
繋
年
』
の
周
と
晋
と
に
関
す
る
部
分
は
『
国
語
』
と
原

資
料
を
共
有
し
て
い
る
と
言
う（
注
31
）。
浅
野
裕
一
も
同
様
で
あ
り
、

浅
野
は
『
繋
年
』
を
周
史
と
晋
史
と
楚
史
と
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ

た
歴
史
書
で
あ
る
と
見
て
い
る（
注
32
）。
魏
の
汲
冢
『
国
語
』
や
清

華
簡
『
繋
年
』
が
晋
史
と
楚
史
と
を
中
心
に
し
て
い
る
こ
と
は
当

然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
よ
う
し
、
ま
た
、
天
子
で
あ
る
周
の
歴
史

が
参
照
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
さ
ほ
ど
違
和
感
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
晋
史
と
楚
史
と
が
重
視
さ
れ
て
い
た
の
は
晋
楚
の

地
の
み
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
ど
う
や
ら
そ
う
で
は
な
い
。
東

の
か
た
斉
に
お
い
て
も
流
布
し
て
い
た
ら
し
き
こ
と
が
、
先
ほ
ど

も
見
た
孟
子
の
発
言
か
ら
窺
い
知
れ
る
。「
其
の
事
は
則
ち
斉

桓
・
晋
文
」
と
言
う
か
ら
に
は
、
各
国
の
史
書
の
例
と
し
て
斉
史

と
晋
史
と
を
挙
げ
て
お
け
ば
良
い
も
の
を
、
如
何
な
る
こ
と
か
孟

子
は
「
晋
の
乗
・
楚
の
檮
杌
・
魯
の
春
秋
、
一
な
り
。」
と
し
て

晋
史
と
楚
史
と
を
挙
げ
る
の
で
あ
る
。
斉
に
も
歴
史
書
が
存
在
し

て
い
た
こ
と
は
、『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
が
「
周
之
春
秋
」「
燕
之
春

秋
」「
宋
之
春
秋
」
と
と
も
に
「
斉
之
春
秋
」
な
る
も
の
を
引
用

し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
戦
国
中
期
に
お

い
て
或
る
程
度
整
理
さ
れ
て
流
布
し
て
お
り
、
知
識
人
が
議
論
の

前
提
と
し
て
共
有
し
て
い
た
体
系
的
な
史
伝
が
晋
史
と
楚
史
と
の

み
で
あ
っ
た
と
い
う
状
况
を
想
定
し
て
み
れ
ば
、
孟
子
の
発
言
意

図
は
非
常
に
解
り
や
す
い
も
の
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
出
土
資
料
も
活
用
し
て
い
く
と
、
戦
国
時
代
に
知

識
人
が
見
て
い
た
で
あ
ろ
う
体
系
だ
っ
た
国
史
は
、
晋
史
と
楚
史

と
、
そ
し
て
周
史
と
で
あ
っ
た
様
子
が
見
え
て
来
る
が
、
こ
れ
は

『
国
語
』
で
歴
代
君
主
の
事
蹟
を
載
せ
る
国
と
も
重
な
り
合
う
。

す
る
と
『
国
語
』
と
は
、
周
・
晋
・
楚
の
国
史
か
ら
成
り
、
鄭
桓

公
を
時
代
の
分
岐
点
と
し
て
強
調
す
る
た
め
に
周
語
か
ら
鄭
語
を

独
立
さ
せ
た
も
の
が
、
も
と
も
と
の
構
成
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
楚
に
よ
っ
て
魯
が
併
呑
さ
れ
（
西
暦
前
二
四
九
年
）、

魯
の
史
料
が
流
出
し
た
こ
と
で
魯
の
歴
代
記
録
が
増
さ
れ
た
の
だ

ろ
う
。
但
し
、
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
「
魯
語
下
」
で
は
孔
子
が

酷
評
す
る
季
文
子
を
君
子
と
し
て
描
い
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
儒

者
が
主
導
的
に
手
を
加
え
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。

　

そ
の
上
で
、
更
に
五
覇
の
概
念
に
よ
っ
て
斉
・
呉
・
越
の
霸
者

一
代
の
記
録
を
挿
入
す
る
と
、
現
在
の
我
々
が
目
に
す
る
『
国

語
』
の
記
載
内
容
が
そ
ろ
う
。
そ
し
て
最
後
に
五
等
爵
の
概
念
で

配
列
す
る
と
、
一
見
す
る
と
法
則
性
を
見
い
出
し
が
た
い
現
在
の

『
国
語
』
の
編
次
に
な
り
、
鄭
語
が
五
覇
の
中
に
紛
れ
込
ん
で
奇

怪
な
も
の
と
し
て
目
に
映
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
経
緯
を
想
定
す
れ
ば
、
斉
語
と
呉
語
、
越
語
に
は
所

謂
予
言
記
事
が
存
在
せ
ず
、
魯
語
に
も
比
較
的
少
な
い
と
い
う
現
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象
が
、
説
明
可
能
と
な
る
だ
ろ
う（
注
33
）。

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
論
で
は
先
ず
清
華
簡
『
良
臣
』
と
『
左
伝
』『
国
語
』

と
の
共
通
点
を
確
認
し
た
。
具
体
的
に
は
、
斉
を
重
視
せ
ず
晋
や

楚
を
重
視
し
、
孔
子
を
儒
家
の
よ
う
に
神
聖
視
せ
ず
、
鄭
桓
公
や

子
産
を
重
視
す
る
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
史

書
は
、
西
周
か
ら
春
秋
へ
の
画
期
と
し
て
鄭
桓
公
を
重
視
し
、
ま

た
春
秋
か
ら
戦
国
へ
の
画
期
と
し
て
、
魯
哀
公
や
孔
子
で
は
な
く

三
晋
の
分
裂
を
重
視
す
る
と
い
う
歴
史
観
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
更
に
『
左
伝
』『
国
語
』
や
『
春
秋
事
語
』

の
特
色
で
あ
る
予
言
記
事
と
は
、
歴
史
を
因
果
関
係
の
展
開
に

よ
っ
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
結
果
主
義
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
同

じ
く
歴
史
的
事
件
を
素
材
と
し
な
が
ら
も
動
機
主
義
に
立
つ
公
羊

学
と
好
対
照
な
歴
史
書
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
の
因
果
関
係

を
重
視
す
る
歴
史
学
は
、
斉
魯
で
展
開
し
た
と
さ
れ
る
『
公
羊
』

『
穀
梁
』
の
春
秋
学
と
は
異
質
な
も
の
で
、
戦
国
楚
に
お
い
て
展

開
し
た
歴
史
学
の
特
徴
だ
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
列
国
史
の
な
か
で
楚
史
と
晋
史
と
の
み
が
重
視
さ
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
は
『
孟
子
』
か
ら
も
窺
え
る
が
、
新
出
土
資
料

に
よ
っ
て
こ
れ
を
改
め
て
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
一
見
す
る
と
奇
怪
な
『
国
語
』
の
編
次
も
、
も
と
は
天
子
の

国
の
歴
史
で
あ
る
で
あ
る
周
史
と
、
そ
し
て
楚
史
・
晋
史
と
か
ら

な
っ
て
い
た
が
、
そ
こ
に
魯
史
が
加
え
ら
れ
、
更
に
五
覇
の
概
念

に
よ
っ
て
斉
史
・
呉
史
・
越
史
を
増
し
、
最
後
に
爵
位
に
よ
っ
て

排
列
し
た
と
い
う
編
纂
過
程
を
復
原
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、

合
理
的
な
説
明
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
従
来
の
思
想
史
に
お
い
て
は
、
漢
土
に
お
け
る
歴
史

哲
学
の
創
世
紀
を
語
る
こ
と
に
は
困
難
が
存
在
し
た
。
こ
れ
は
、

『
左
伝
』
や
『
国
語
』
が
戦
国
時
代
に
遡
る
と
考
え
た
場
合
で
も
、

漢
代
に
ど
こ
ま
で
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
か
が
俄
に
判
然
と
し
な

い
た
め
、
戦
国
時
代
に
お
い
て
確
実
に
存
在
し
て
い
た
と
看
做
せ

る
歴
史
観
が
抽
出
し
難
い
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
論
で
取
り

上
げ
た
清
華
簡
『
良
臣
』
の
よ
う
に
、
戦
国
時
代
に
存
在
し
て
い

た
歴
史
観
を
窺
わ
せ
る
新
出
土
資
料
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
限
界

を
突
破
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
戦
国
時
代

に
お
け
る
歴
史
学
や
諸
子
百
家
と
史
と
の
関
係
の
解
明
が
期
待
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
最
後
に
今
後
の
展
望
を
兼
ね
て
、
儒

家
が
本
来
は
無
関
係
で
あ
っ
た
「
史
」
を
呑
込
ん
で
い
っ
た
様
子

を
簡
単
に
説
明
し
て
お
き
た
い
。

　

そ
も
そ
も
孔
子
『
春
秋
』
は
儒
家
が
経
典
と
し
て
重
視
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
存
在
や
価
値
は
、
儒
家
が
熱
心
に
喧
伝
し
な

け
れ
ば
一
般
に
承
認
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
既
に
先
行
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し
て
存
在
し
て
い
る
類
似
物
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
と
セ
ッ
ト
に
し
て

話
題
に
す
る
こ
と
で
、
先
行
物
の
権
威
を
そ
の
ま
ま
自
己
の
称
揚

し
た
い
対
象
に
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
孟
子
は
「
晋

の
乗
・
楚
の
檮
杌
・
魯
の
春
秋
、
一
な
り
。」
と
言
い
、
孔
子

『
春
秋
』
を
晋
史
・
楚
史
と
並
び
称
す
る
こ
と
で
、
孔
子
『
春
秋
』

に
対
し
て
歴
史
書
と
し
て
の
権
威
を
も
付
与
し
て
い
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
こ
う
し
た
手
法
を
戦
国
時
代
の
儒
家
が
用
い
て
い
た
こ
と

は
、
例
え
ば
上
博
楚
簡
『
君
子
為
礼（
注
34
）』
に
お
い
て
、
子
羽
と

子
貢
と
が
孔
子
を
子
産
と
比
較
し
、
孔
子
の
よ
り
賢
明
な
る
こ
と

を
主
張
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
既
存

の
権
威
と
対
比
さ
せ
、
自
ら
尊
ぶ
対
象
の
優
位
を
主
張
す
る
こ
と

が
、
戦
国
期
に
お
け
る
儒
家
の
活
動
の
一
面
な
の
で
あ
る
。
戦
国

期
に
お
け
る
儒
家
と
史
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
お
い
て

論
じ
て
い
き
た
い
。

注

（
1
）	

上
海
文
芸
出
版
集
団
、
中
西
書
局
。
一
巻
は
西
暦
二
〇
一
〇
年
、
二

巻
は
二
〇
一
一
年
、
三
巻
は
二
〇
一
二
年
、
四
巻
は
二
〇
一
三
年
刊
行
。

（
2
）	

黑
田
秀
教
「
清
華
簡
『
良
臣
』
初
探
」（『
中
国
研
究
集
刊
號
号
』
総

第
五
十
六
号
、
平
成
二
十
五
年
）。

（
3
）	

字
句
の
校
訂
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
を
参
照
。
な
お
単
純
な
文
章
で

あ
る
た
め
、
訓
読
は
省
略
し
た
。

（
4
）	

鎌
田
正
『
左
伝
の
成
立
と
其
の
展
開
』（
大
修
館
書
店
、
昭
和
三
十
八

年
）
第
三
章
第
二
節
。

（
5
）	

野
間
文
史
『
春
秋
左
氏
伝　

そ
の
構
成
と
基
軸
』（
研
文
出
版
、
平
成

二
十
二
年
）
第
三
章
、
四
章
。

（
6
）	『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
六
）』
の
「
孔
子
見
季
桓
子
」
や
、

同
（
九
）「
史
蒥
問
於
夫
子
」
な
ど
。

（
7
）	

清
嘉
慶
二
十
年
重
刊
宋
本
影
印
『
十
三
経
注
疏
附
校
勘
記
』
所
収
『
春

秋
公
羊
伝
注
疏
』（
中
文
出
版
社
、
平
成
元
年
）
を
参
照
し
た
。

（
8
）	

清
嘉
慶
二
十
年
重
刊
宋
本
影
印
『
十
三
経
注
疏
附
校
勘
記
』
所
収
『
春

秋
穀
梁
伝
注
疏
』（
中
文
出
版
社
、
平
成
元
年
）
を
参
照
し
た
。

（
9
）	

清
嘉
慶
二
十
年
重
刊
宋
本
影
印
『
十
三
経
注
疏
附
校
勘
記
』
所
収
『
春

秋
左
伝
正
義
』（
中
文
出
版
社
、
平
成
元
年
）
を
参
照
し
た
。

（
10
）	

清
嘉
慶
二
十
年
重
刊
宋
本
影
印
『
十
三
経
注
疏
附
校
勘
記
』
所
収
『
論

語
注
疏
』（
中
文
出
版
社
、
平
成
元
年
）
を
参
照
し
た
。

（
11
）	

吉
本
道
雅
「
左
伝
成
書
考
」（『
立
命
館
東
洋
史
学
』
二
十
五
号
、
平

成
十
四
年
）
を
参
照
。
他
に
童
書
業
『
春
秋
左
伝
研
究
』（
上
海
人
民
出

版
社
、西
暦
一
九
八
〇
年
）「
仲
子
問
題
」「《
左
伝
》
尊
季
氏
其
他
証
拠
」

な
ど
。

（
12
）	『
国
語
正
義
』（『《
国
語
》
研
究
文
献
輯
刊
』
第
三
冊
、
第
四
冊
、
国

家
図
書
館
出
版
社
、
西
暦
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
し
た
。

（
13
）	『
韓
非
子
』
外
儲
説
右
上
に
も
、
季
孫
氏
が
執
政
者
と
し
て
使
者
を
遣
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わ
し
孔
子
を
や
り
込
め
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

（
14
）	

大
野
峻
『
国
語
』
上
（
新
釈
漢
文
体
系
六
六
、
明
治
書
院
、
昭
和
五

〇
年
）
の
「
国
語
解
題
」
を
参
照
。

（
15
）	
前
掲
『
清
華
大
学
蔵
竹
簡
（
二
）』
所
収
。

（
16
）	『
左
伝
』
の
中
に
お
け
る
賢
人
の
発
言
に
つ
い
て
は
、
野
間
が
既
に
調

査
を
行
っ
て
い
る
。
野
間
前
掲
書
二
二
九
頁
を
参
照
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

子
産
が
四
五
二
二
字
、
叔
向
が
三
〇
四
六
字
、
晏
嬰
が
一
八
二
一
字
と

な
っ
て
お
り
、『
良
臣
』
で
は
叔
向
も
特
殊
な
形
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
晏
嬰
は
挙
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
う
し
た
点
か
ら
も
晋
の
重

視
と
斉
の
軽
視
が
窺
え
る
。

（
17
）	『
楚
居
』
の
概
要
に
つ
い
て
は
、浅
野
裕
一
「
清
華
簡
『
楚
居
』
初
探
」

（『
中
国
研
究
集
刊
崐
号
』
総
第
五
十
三
号
、
平
成
二
十
三
年
）
な
ど
を

参
照
。

（
18
）	

同
じ
く
郭
店
楚
簡
『
六
徳
』
も
『
春
秋
』
を
含
む
六
経
の
名
称
を
並

べ
る
。

（
19
）	『
楚
地
出
土
戦
国
簡
冊
［
十
四
種
］』（
経
済
科
学
出
版
社
、
西
暦
二
〇

〇
九
年
）
を
参
照
し
た
。

（
20
）	

焦
循
『
孟
子
正
義
（
十
三
経
清
人
注
疏
）』（
中
華
書
局
、
西
暦
一
九

八
七
年
）
を
参
照
し
た
。

（
21
）	

野
間
文
史
『
春
秋
学　

公
羊
伝
と
穀
梁
伝
』（
研
文
出
版
、
平
成
十
三

年
）
四
八
頁
。

（
22
）	

吉
本
前
掲
「
左
伝
成
書
考
」。

（
23
）	

吉
永
慎
二
郎
『
戦
国
思
想
史
研
究
』（
朋
友
書
店
、
平
成
十
六
年
）
三

四
八
頁
。

（
24
）	

野
間
文
史
『
春
秋
事
語
』（
馬
王
堆
出
土
文
献
訳
注
叢
書
、東
方
書
店
、

平
成
十
九
年
）「
三
、
韓
魏
章
」。

（
25
）	

字
句
の
校
訂
及
び
解
釈
は
、
野
間
前
掲
書
を
参
照
し
た
。

（
26
）	

日
原
利
国
『
春
秋
公
羊
伝
の
研
究
』（
創
文
社
、
昭
和
五
十
一
年
）、

一
〇
〇
頁
。

（
27
）	

巴
蜀
書
社
、
西
暦
一
九
八
八
年
。

（
28
）	「
四
、《
春
秋
》
三
《
伝
》
論　

二
、
論
《
左
伝
》」
を
参
照
。

（
29
）	

例
え
ば
『
礼
記
』
檀
弓
上
に
「
魯
哀
公
誄
孔
丘
曰
、「
天
不
遺
耆
老
、

莫
相
予
位
焉
。
嗚
呼
哀
哉
、
尼
父
。」」
と
あ
る
。

（
30
）	

大
野
前
掲
書
「
国
語
解
題
」。

（
31
）	

吉
本
道
雅
「
清
華
簡
繋
年
考
」（『
京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
五

十
二
号
、
平
成
二
十
五
年
）。

（
32
）	『
出
土
文
献
か
ら
見
た
古
史
と
儒
家
経
典
』（
浅
野
裕
一
・
小
沢
賢
二
、

汲
古
書
院
、平
成
二
十
四
年
）
所
収
の
「
史
書
と
し
て
の
清
華
簡
『
繋
年
』

の
性
格
」
を
参
照
。

（
33
）	『
国
語
』
に
お
け
る
予
言
記
事
の
登
場
頻
度
に
偏
り
が
あ
る
こ
と
は
、

大
野
が
既
に
纏
め
て
い
る
。
大
野
前
掲
書
十
一
頁
を
参
照
。

（
34
）	『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
五
）』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
西
暦
二

〇
〇
五
年
）
所
収
。


